
総合事業を利用して

介護予防に取り組みましょう！

羽生市 令和７年５月改定版

介護予防
日常生活支援
総合事業



  要介護（要支援）認定の手続をしなくても、基本チェックリストに

 よる判定で、従来のサービスより利用料が低額になる羽生市独自の

 サービスを利用できるようになりました。

ポイント

介護予防・日常生活支援総合事業

要
介
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1
～
5

訪問介護 通所介護 訪問看護
訪問リハビリテーション 福祉用具貸与…など

介護サービス

訪問看護 訪問リハビリテーション 福祉用具貸与…など

介護予防サービス

訪問型サービス 通所型サービス
介護予防ケアマネジメント

様々なサービスで皆さんの暮らしをサポートします。

介護予防・生活支援サービス事業
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介護予防のための
体操教室 など

一般介護予防事業

「訪問看護」「福祉用具貸与」「通所リハビリ」などのサービスを利用する場合は、引き続き
要介護（要支援）認定が必要になります。

はにゅう ささえ愛隊
シルバー人材センター

※介護保険以外の生活支援サービス

その他の生活支援サービス

生活支援の新たな担い手による
サービス

例）
ボランティア団体によるもの



介護予防・日常生活支援総合事業

一般介護予防事業
が利用できます。

介護予防・生活支援サービス事業
が利用できます。

利用までの流れ
介護予防・日常生活支援総合事業は、要支援認定を受けた方や基本チェックリスト

に該当し生活機能の低下がみられた方が利用できます。

６５歳以上の人

羽生市高齢介護課、地域包括支援センターに相談します。
（原則として、利用者本人が窓口で手続きをします）

要介護（要支援）
認定を受けます

★

基本チェックリスト
を受けます

ア
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要介護1～5 要支援1・2 非該当 生活機能の低下
がみられた人

自立した生活が
送れる人

介護サービスが
利用できます。

介護予防サービスが
 利用できます。

介護予防ケアマネジメント
地域包括支援センターで、本人や家族
と話し合い、ケアプランを作成します。

要支援1・2の判定を受けた人

基本チェックリストにより
生活機能の低下が見られた人

６５歳以上のすべての人

※事業対象者になったあとや、サービスを利用したあとでも、要介護（要支援）認定を申請することができます。

区分 要介護1～5 要支援1・2 総合事業対象者

該当方法
介護認定審査会を経
て「認定」を受ける

介護認定審査会を経て
「認定」を受ける

基本チェックリストに該当し、
地域包括支援センター等が
サービスが必要と判断

利用できるサービス 介護サービス
介護予防サービス

介護予防・生活支援サービス
介護予防・生活支援サービス

支給限度額 認定区分ごとに設定 認定区分ごとに設定 要支援1と同様



● 介護予防ケアマネジメント
 地域包括支援センター職員などに相談し、サービスの種類や回数を決め、ケアプランを作成して

  もらいます。（無料）

① 要支援認定を受けた方
 ② 基本チェックリストによりサービス事業該当者となった方

    （要支援に相当する方を想定しています）

介護予防・生活支援サービス事業
これまでのサービスに加え、市が定めた基準に該当した新しいサービスを利用できます。

対象者

ケアプランを作成

● 介護予防訪問介護相当サービス

● 訪問型サービスA

訪問型サービス

●自己負担のめやす（1ヶ月につき）

ホームヘルパーが訪問し、生活支
援（買い物、調理、洗濯、掃除
等）、身体介護（食事や入浴の介
助）を利用者とともに行います。

サポーターが訪問し、生活援助
（買い物、調理、洗濯、掃除等）
を利用者とともに行います。

●自己負担のめやす（１回につき）

＜市内介護予防訪問介護相当サービス事業所一覧＞

※住所順

１割 ２割 3割

週１回程度の利用 1,226円 2,451円 3,676円

週２回程度の利用 2,448円 4,896円 7,343円

週２回程度を超える利用
（要支援2相当のみ）

3,884円 7,767円 11,651円

１割 ２割 3割

1回の利用 254円 507円 760円

1 ヘルパーステーション　たまご 羽生市東５－１６－３４　コーポエトワール１０１ 579-5150

2
羽生市社会福祉協議会
（居宅訪問介護サービスセンター）

羽生市東６－１５(羽生市社会福祉協議会内） 561-1121(内線550)

3 訪問介護事業所　くわの実 羽生市下新郷６６０ 563-5088

4 ヘルパーステーション　ルミエール 羽生市上岩瀬１８０６ 580-7562

5 ヘルパーステーション　あいの郷 羽生市桑崎１９６－１ 562-3100

6 ヘルパーステーション　はくちょう 羽生市上川俣１４８６－１ 560-5331

7 ぽぷり 羽生市喜右ェ門新田７９９－３ 566-2235



＜市内訪問型サービスA事業所一覧＞

※住所順

1
羽生市社会福祉協議会
（居宅訪問介護サービスセンター）

羽生市東６－１５(羽生市社会福祉協議会内） 561-1121(内線550)

2 ヘルパーステーション　ルミエール 羽生市上岩瀬１８０６ 580-7562

3 ぽぷり 羽生市喜右ェ門新田７９９－３ 566-2235



● 介護予防通所介護相当サービス

● 通所型サービスA

通所型サービス

通所介護施設で、食事のサービスや生
活機能の維持向上のための体操や筋力
トレーニングなどを日帰りで受けられ
ます。

●自己負担のめやす（1ヶ月につき）

高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資す
る通所サービスを行います。

●自己負担のめやす（１回につき）

＜市内介護予防通所介護相当サービス事業所一覧＞

1割 ２割 3割

1回の利用 360円 719円 1,079円

※住所順

3割

5,540円

11,157円3,719円 7,438円

週1回程度の利用

週2回程度の利用

１割 ２割

1,847円 3,693円

1 あずみ苑　羽生 羽生市中央３－３－２１ 560-5803

2 デイサービス未来　元町 羽生市南2-4-9 598-6016

3 デイサービスセンター　リハ・トリム 羽生市南８-３-１０ 577-5115

4 デイサービス　ニパータ羽生 羽生市東３－２３－７ 560-3202

5 デイサービス未来　南羽生 羽生市南羽生１－１５－２９ 561-0828

6 デイサービスセンター　くわの実 羽生市下新郷６６０ 563-5088

7 シティ・オブ・ホープ　デイサービスセンター 羽生市上新郷５５５５－１ 562-5250

8 薫藤園　デイサービス事業所 羽生市秀安３５１ 560-1711

9 GENKI NEXT イオンモール羽生店
羽生市川崎２－２８１－３
（イオンモール羽生　１F）

560-0395

10 デイサービス　ルミエール 羽生市上岩瀬１８０６ 580-7561

11 ディバシティ羽生 羽生市中岩瀬１８８ 562-2012

12 デイサービスセンター彩優 羽生市桑崎533-3 578-4455

13 カノープス・デイサービスセンター 羽生市本川俣1384-1 501-8680

14 デイサービス井泉 羽生市藤井上組９７－２ 565-2910

15 コンパスウォーク羽生藤井 羽生市藤井上組１３４１-２ 578-5011

16 清輝苑　デイサービスセンター 羽生市下村君１１６９ 565-3883



＜市内通所型サービスA事業所一覧＞

※住所順

1 デイサービス未来　元町 羽生市南2-4-9 598-6016

2 デイサービスセンター　リハ・トリム 羽生市南８-３-１０ 577-5115

3 デイサービス　ニパータ羽生 羽生市東３－２３－７ 560-3202

4 デイサービス未来　南羽生 羽生市南羽生１－１５－２９ 561-0828

5 シティ・オブ・ホープ　デイサービスセンター 羽生市上新郷５５５５－１ 562-5250

6 薫藤園　デイサービス事業所 羽生市秀安３５１ 560-1711

7 デイサービス　ルミエール 羽生市上岩瀬１８０６ 580-7561

8 デイサービスセンター彩優 羽生市桑崎533-3 578-4455

9 コンパスウォーク羽生藤井 羽生市藤井上組１３４１-２ 578-5011

10 清輝苑　デイサービスセンター 羽生市下村君１１６９ 565-3883



その他の生活支援サービス
介護保険制度以外の生活支援サービスをご紹介します。

● はにゅう ささえ愛隊

内容 地域のボランティア（協力会員）がちょっとした困りごとのお手伝いをします。

支援 ①買い物代行 ②食事の支度 ③部屋の掃除 ④話し相手 ⑤洗濯・布団干し
⑥簡易な家具の移動 ⑦簡単な補修 ⑧散歩・外出支援 ⑨窓ふき、網戸洗い など

費用 30分 250円 ただし、1回の活動につき基本料金として別途利用券１枚(250円）必要。

問合せ 羽生市社会福祉協議会
561-1121（内542）

● シルバー人材センター

内容 地域の60歳以上の健康で働く意欲のある方が、簡単なお手伝いをしています。

費用 依頼する内容により料金が異なります。

対象者 高齢者（おおむね65歳以上） 心身障がい者（児） 病気、出産、子育て中の方

支援 家事援助サービス
（食事の支度、掃除洗濯、買い物、家具等の移動、草取り、犬の散歩、話し相手など）

問合せ 羽生市シルバー人材センタ-
563-3680



一般介護予防事業
お住まいの近くで健康づくりや介護予防に取り組めるよう、一般介護予防事業を行ってい

ます。いくつかの例をご紹介します。

日時・場所

体操実施地域にお住まいの方

問合せ 高齢介護課
561-1121（内1６２）

内容 いきいき百歳体操は重りを使った筋力運動の体操です。手首や足首に重さの調節
が可能な重りを巻きつけてゆっくり動かし、６種類の簡単な体操を行います。

● いきいき百歳体操

対象

行ってみよう♪

（R7.5月現在）

NO． 会場 会場住所 実施曜日 時間
1 東町公会堂 東6-7-7 金曜日 午前
2 大和町公会堂 北2-8-13 水曜日 午前
3 西中学校1号館（1階マルチパーパス） 羽生120 水曜日 午後
4 東大和町公会堂 北2-8-13 火曜日 午前
5 元町会館 南2-12-17 火曜日 午前
6 旭会館 中央5-12-12 月曜日 午前
7 栄町公会堂 西4-9-2 月曜日 午前
8 上川俣集会所 上川俣1401 火曜日 午後
9 稲子集会所 稲子843-1 火曜日 午前
10 本川俣集会所 本川俣1213 火曜日 午前
11 小須賀集会所 小須賀894 火曜日 午前
12 久保集会所 上手子林266-3 月曜日 午前
1 3 神戸コミュニティーセンター 神戸1321-3 月曜日 午前
1 4 手子林公民館 下手子林805 木曜日 午前
15 下手子林竹田集会所 下手子林180 火曜日 午前
1 6 中手子林農民センター 中手子林981 火曜日 午前
17 上村君農業研修所 上村君456-4 火曜日 午前
1 8 村君公民館 下村君2227-1 月曜日 午前
19 堤集会所 堤616-3 月曜日 午前
2 0 不動院の庫裡 名776 月曜日 午前
21 常木集会所 常木1135 月曜日 午前
2 2 中岩瀬上集会所 中岩瀬1274-1 火曜日 午前
2 3 中岩瀬下集会所（中岩瀬農業研修所） 中岩瀬447-1 火曜日 午前
2 4 中宿公会堂 上岩瀬1675-2 火曜日 午前
2 5 桑崎集会所 桑崎724 火曜日 午前
26 中妻会館 上岩瀬1368-2 火曜日 午前
2 7 下岩瀬集会所 下岩瀬731-2 火曜日 午前
28 加羽ヶ崎集会所 加羽ケ崎385 木曜日 午後
2 9 須影集会所 須影708 月曜日 午前
30 下川崎集会所 下川崎943 火曜日 午前
3 1 上新郷7区集会所 上新郷815 金曜日 午前
32 上新郷8区集会所 上新郷1379-1 金曜日 午前
3 3 九区集会所 上新郷1833-9 水曜日 午前
3 4 さくら会館 上新郷5788-4 火曜日 午前
35 あたご会館 上新郷6730-2 木曜日 午前
36 別所集会所 上新郷7113-3 金曜日 午前
37 西新田集会所 上新郷6128-3 木曜日 午前
38 藤井上組東部集会所 藤井上組159-4 月曜日 午前
39 藤井下組公会堂 藤井下組876 火曜日 午前
40 東耕地集会所 下新郷1019 木曜日 午前
41 小松公会堂 小松280 木曜日 午前
42 喜右ェ門研修所 喜右エ門新田１４９７－１ 土曜日 午後
43 三田ヶ谷公民館 弥勒６３４－１ 第2・４水曜日 午後

※開催時間の変更や休止中の可能性もあります。ご了承ください。



行ってみよう♪

● はつらつ教室

日時 月１回 10：00～11：00（※会場により異なる）

場所 市民プラザ、各公民館（中央及び村君を除く）

費用 無料

問合せ 高齢介護課
561-1121（内162）

内容 介護予防のためのゆったりとした体操や脳トレ等を行います。

対象 65歳以上の方

すべての方対象者

● 健康運動教室

日時 各公民館により異なります。

場所 各公民館

費用 無料

問合せ 健康づくり推進課
561-1121（内173）

内容 健康運動普及推進員が、4つの体操（肩・足・腰・ストレッチ）及び筋力アッ
プを目的とした椅子の体操、『羽生わがまち』の曲を使用した体操を普及して
おります。

● さわやかウォーキング

日時 月２回 10：00～

場所 中央公園内

費用 無料

問合せ 健康づくり推進課
561-1121（内173）

内容 市体育館正面玄関前に集合。中央公園内を歩きます。

日時 内容により異なる。

場所 コミュニティセンター いこいの家 『らくらく』（羽生市中央1-9-6）

費用 内容により異なる。

問合せ 高齢介護課
561-1121（内16３）

内容 地域の方が集まり、体操や食事会、趣味活動などを行っています。

対象 65歳以上の方

● コミュニティセンター いこいのいえ 「らくらく」



行ってみよう♪

すべての方対象者

● 居場所（生活支援活動拠点）

費用 無料

問合せ 羽生市社会福祉協議会
561-1121（内545）

内容 各会場により異なります。

居場所（生活支援活動拠点）とは？
「そこに行けば、誰かいる」をコンセプトに、誰でも気軽に立ち寄りおしゃべりしたり、
思い思いに楽しく過ごせる場です。
地域やご近所の方とつながるきっかけや、介護予防の効果が期待できます。

居場所一覧

NO. 名称 開催日時 場所 住所

1 ささえながら 毎週火曜日　午前 本川俣集会所 本川俣1213

2 あさひ茶屋 毎週水曜日　午前 旭会館 中央5-12-12

3 いこいの家ひまわり 毎週金曜日　午前 手子林いこいの家 下手子林803

4 ひよどり
毎月第２水曜日

午前10時～11時30分
村君公民館 下村君2227-1

5 やまぶき
毎週木曜日

午前10時～11時30分

中岩瀬下集会所

（中岩瀬農業研修所）
中岩瀬447-1

6 すずらん
毎月第２・４木曜日

午前10時～12時
中岩瀬上集会所 中岩瀬1274-1

7 なでしこ 不定期実施 中宿公会堂 上岩瀬1675-2

8 交流サロン大和ふじの会 毎月第３月曜日　午前 大和町公会堂 北2-8-13

9 茶話会 毎月第３水曜日　午後 上村君農業研修所 上村君456-4

10 白百合 毎月木曜日１回（不定期）午後
中岩瀬下集会所

（中岩瀬農業研修所）
中岩瀬447-1

日時

場所

費用

問合せ

内容

各開催サロンによって異なります。

各地区にて開催

無料

ご近所同士が集まって、活動の内容を決め、自主的に運営していく、相談相手
や仲間づくりの活動です。市内では、お年寄りのサロンなどがあり、ゲームや
会食、お話し会など、多彩な活動が展開されています。

羽生市社会福祉協議会
561-1121（内545）

● ふれあい・いきいきサロン

居場所の様子



65歳以上のすべての方

羽生市高齢者福祉サービスをご利用ください

対象者

● 緊急通報システム

対象 1人暮らしで身体上慢性疾患等により
健康上注意を要する方

費用 ①設置料 5,000円
②使用料 自己負担（電話使用分）

● 配食サービス

内容 ボタンひとつで自宅から管理センターに繋がり、
看護師等による相談や救急車を要請できます。

対象 1人暮らし等により、自分で食事を支度することが困難な方

費用 利用者負担金 1食 ３00円
（ただし、利用者が市民税課税の方は 1食 ４00円）

内容 週1回お昼に安否確認と食の提供を行います。

● 家族介護用品支給

対象 要介護認定 要介護4又は5の方
※在宅生活で、市民税非課税世帯（世帯は、同居家族も含む）

費用 利用者負担金 無

内容 在宅で同居する家族等から介護を受けている方に対して、申請した翌月から1ヵ
月につき１回、紙おむつ又は紙パンツ、尿とりパットの支給を行います。

● 寝具洗濯乾燥等サービス

対象 寝具の衛生管理が困難な１人暮らしの方及び要介護認定 要介護４又は５の方

費用 利用者負担金 ①洗濯 1回 600円
②乾燥 1回 240円

内容 寝具の洗濯乾燥等の支援を行います。
洗濯：年2回まで 乾燥：月1回まで

高齢者福祉サービスに関する問合せ
高齢介護課 高齢福祉係
561-1121（内16３）

● 老人日常生活用具給付

内容 要援護高齢者及び1人暮らしの方等に給付し、日常生活の便宜を図ります。

品目 ①電磁調理器（心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な方）
②火災警報器

※給付対象の用具には基準額（限度額）があります。

費用 利用者負担金 所得に応じて負担あり



● 家族介護慰労金

対象 要介護認定で要介護4又は5の状態が、当該認定の日から６か月以上
継続している方を介護する市内同居の家族
※（ただし、介護保険料を滞納していない方、在宅重度心身障がい者
手当又は特別障がい者手当を受給していない方）

金額 月額5,000円（申請のあった月分から4ヵ月ごとに支給）

内容 在宅で介護している市内に住所を有する同居の家族等に支給します。

● 見守りキット

内容 救急等の緊急時に必要な情報を保管する見守りキットを配布します。

費用 利用者負担金 無

対象 日常生活に不安を持つ1人暮らしの高齢者等

● 徘徊高齢者等位置探索サービス

対象 要介護認定 要介護又は要支援に認定されている在宅の方

費用 利用者負担金 ①基本料金 月額 １，３２０円
②位置情報提供料金
・電話利用 1回につき 2２０円
・インターネット利用 1回につき 1１０円（月2回まで無料）

※通話料及び通信料は別途自己負担

内容 徘徊が心配される高齢者及びその家族等に現在位置を探索するための
端末機器を貸し出します。

● 徘徊高齢者等ステッカー交付事業

対象 徘徊行動のおそれのある高齢者等

費用 利用者負担金 無

内容 認知症等による徘徊で、居場所が分からなくなった際に、早期発見や事故の未
然防止のために「反射板機能付きステッカー」を配布します。

● 認知症（もの忘れ）相談

対象 認知症の方やその家族

時間 １人60分（毎月第３水曜日）※随時相談も受け付けております。

内容 専門職による認知症に関する相談を行います。
タッチパネル式の認知症検査機器を用いて、自身の状態を知ることもできます。

＜徘徊高齢者ステッカー＞ ＜認知症相談＞ ＜見守りキット＞

高齢介護課 高齢福祉係
561-1121（内16３）



相談窓口
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